
高石市企業立地促進制度のご案内

高石市では、本市の工業適地において、企業立地等を促進することにより、雇用創出、産業振
び地域経済 活性化を も 市勢 発 寄与す ため 成 年 付

高石市企業立地促進制度のご案内
高石市企業立地等促進条例（平成19年6月29日施行）

《目 的》 雇用創出 ・ 産業振興 ・ 地域経済の活性化

興及び地域経済の活性化を図り、もって市勢の発展に寄与するため、平成19年6月29日付けで、
高石市企業立地等促進条例を施行しました。その概要は以下のとおりです。

なお、対象地域の一部（高砂、高師浜丁の一部）では、大阪府の企業立地促進制度が適用され
る第二種産業集積促進地域に指定されており、本制度とあわせて大阪府の優遇措置を受けるこ
とができます。

《対象地域》 《対象要件》

市内の工業専用地域・準工業地域

（高砂、南高砂、高師浜丁の一部、

取石７丁目の一部）

事業所等（工場、倉庫、事務所、

試験研究施設及びこれらの附帯施

設）の新設又は拡張等を行うにあ

たり取得した家屋、償却資産が５

億円以上（中小企業者は５千万円

以上）

※償却資産は更新も可（ただし

《対象業種》

日本標準産業分類において分類さ

れた以下の業種が対象です。

○製造業

○電気・ガス・熱供給・水道業

※償却資産は更新も可（ただし、

事業規模が拡大される場合に限

ります。）

《支援内容》

対象となる固定資産に係る固定資○電気 ガス 熱供給 水道業

※新エネルギー利用等に係るも

のとし、水道業を除きます。

○情報通信業

○運輸業

○サービス業（他に分類されない

もの。)

対象 な 固定資産 係 固定資

産税・都市計画税を５年間、２分

の１軽減します。（上限なし）

※耐用年数が５年以内の償却資産

は３年間（耐用年数を限度とし

ます。)

もの。)

※学術・開発研究機関に係るも

のに限ります。
《適用期間》

平成１９年６月２９日から

平成２４年３月３１日まで



《高石市企業立地等促進制度の流れ》

① 認定申請（工事完了日等の30日前までに提出）

添付書類
(1)定款、商業登記簿
(2)損益計算書、貸借対照表、営業報告書
(3)地番・面積確認書面
(4)土地・家屋等の売買契約書等
( )

高石市企業立地等
事業計画認定申請書

(別紙) 事業計画書
環境計画書等

（様式第１号）

企業等

家 書
(5)新築・増築に係る請負契約書等
(6)固定資産取得費用等確認書類
(7)対象事業用償却資産明細書
(8)対象事業所の配置図等
(9)その他市長が必要と認める書類

② 認 定 通 知

（様式第１号）

※ 事業開始は認定後３年以内 市 長

高石市企業立地等
事業計画認定通知書
（様式第２号）

高石市企業立地等
認定事業計画開始届出書

③ 認定事業開始届（認定事業開始の14日前までに提出）

※ 事業開始は認定後３年以内 市 長

認 定
企業等

認定事業計画開始届出書
（様式第５号）

高石市企業立地等事業
認定計画不均一課税申請書
（様式第３号）

④ 不均一課税申請（毎年度１月31日まで）

企業等

（固定資産税又は都市計画税を５年間、２分の１軽減）

⑤ 市税不均一課税

⑥ 認定事業運営状況報告（毎年度ごと）

認定事業運営状況報告書
（様式規定なし）



対象となる地域について

高砂１．２．３丁目 高石市内の工業専用地域、準工業地域において
工場立地を行う製造業者が対象となりますが、立
地場所が対象地域に該当するかどうかにつきまし
ては、担当窓口にてご確認下さい。

工業専用地域 準工業地域

（大阪府の制度適用）

南高砂

第二種産業集積促進地域

工業専用地域 準工業地域

取石７丁目８－１ほか

高
師師
浜
丁

お問合せ・ご相談

※申請にあたっては、土地の取得前、工事の着工前に、必ずご相談下さい。

高石市 政策推進部 経済課 経済振興係高石市 政策推進部 経済課 経済振興係

高石市加茂４丁目１番１号 高石市役所別館３階

☎ ０７２－２６５－１００１ （内線７３１１・７３１２）

Fax  ０７２－２６３－６１１６ E-mail keizai@ever.ocn.ne.jp



[ご参考] －大阪府の企業立地促進制度の概要－
産業集積促進税制（不動産取得税の軽減）：第二種産業集積促進地域

第二種産業集積促進地域（注）における家屋又はその敷地となる土地の取得に係る不動産
取得税を軽減する特例措置を設けています。

産業集積促進税制（不動産取得税の軽減）：第二種産業集積促進地域

■対象不動産

（注）高石市内の第二種産業集積促進地域は、工業専用地域の全域と高師浜丁の一部です。

第二種産業集積促進地域の指定公示日から平成22年3月31日まで（地域の変更又は指定の解除があった
場合はその公示の日まで）の対象期間中に、地域内において取得した家屋又はその敷地である土地
※ 家屋は 自己の事業（風俗営業等及び風俗営業等に利用させる目的で不動産を貸し付ける事業※ 家屋は、自己の事業（風俗営業等及び風俗営業等に利用させる目的で不動産を貸し付ける事業
を除く。）として工場、研究所等の用に供するものに限り、住宅を除く。
１．家屋を建築（新築、増築、改築）した場合は、対象期間中に建設の着手が行われた場合に
限る。（対象期間後の取得を含む。）
２．建築以外（売買、交換、贈与等）の場合は、対象期間中に取得したものに限る。
※ 土地は、対象期間中に取得し、かつ、取得の日の翌日から１年以内に以下のいずれかが行われ
た場合に限る。
１．当該土地を敷地とする対象家屋の建設（新築又は増築に限る。）の着手が行われた場合
２ 対象家屋を取得（建築した場合を除く ）した場合

■対象者
自己の事業の用に供するために対象不動産を取得した方のうち、対象不動産の取得に関して市町村が講ずる
優遇措置を受けた方
※ 高石市の企業立地促進制度においては、土地の取得は優遇措置の対象とはしておりません。

対象不動産の取得に係る不動産取得税の2分の１に相当する金額（上限：２億円）
■軽減額

２．対象家屋を取得（建築した場合を除く。）した場合

府内投資促進補助金

第二種産業集積促進地域において、工場又は研究開発施設の新築や増改築を行う企業に対
し、必要となる経費の一部を補助する制度です。

第二種産業集積促進地域内で工場又は研究開発施設の新築・増改築を行う企業

■補助対象者

■補助要件

■補助対象経費

■補助率等

・中小企業の場合は家屋及び償却資産の取得に係る経費が１億円以上であること。
・大企業の場合は家屋及び償却資産の取得に係る経費が５億円以上かつ、先端産業であること。
・高石市による企業立地を促進する優遇措置の利用が見込まれること。

家屋及び償却資産（機械設備等）の取得に係る経費

※補助金申請前に契約や発注を行った建設工事の経費や機械設備の経費は、対象となりません。
※補助金交付申請後３年以内に操業を開始し、かつ７年以上操業していただく必要があります。

補助対象経費の５％（府内に本社、工場又は研究開発施設を持つ企業は１０％）
補助限度額は５千万円

お問い合わせ先：大阪府企業誘致推進センター（大阪府商工労働部企業誘致推進課）
TEL ０６－６９４４－８１６０（直通） URL http://www.pref.osaka.jp/ritchi/


